
健診実施機関から結果を提出する際における標準的な電磁的様式について

1

「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の令和２年２月の改正を踏まえ

て、健診実施機関から結果を提出する際における標準的な電磁的様式を定め、健（検）診結果の

利活用に向けた情報標準化整備事業を推進している。
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❶健診機関から自治体へ提出する健診結果用フォーマット
（健診指針に基づく標準フォーマット）

❷自治体が中間サーバに登録するためのフォーマット
（番号法に基づくデータ標準レイアウト）

2021年8月にフォーマットを公開 2022年改版にて反映予定

XML形式で健診（検診）
結果を授受する場合に
システム改修を補助
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